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つ、その理由が自衛隊法施行令（昭和29年政令鰯17錫》鰯醐条に該当する場合は、同条によ
る睡明春を減え、順序を姪て、任蠅者に対し遡職を申し出るものとする．
2 月極の申出のあったときは、圏険隊員の所風する部隊等（以下「所属部隊鯵jという｡）
の是は、その巻の避職を承閲することが自衛隊の任務の遂行に落しい支障があるか否かにつ
いての憲見を附し、順序を綴て、“梅者に上申するものとする。
晩件付採用期間中の降任又は免卿
第6条自衛鯨法（昭和鈎年…165副第4嘩篤ユ項に規定す．ろ条件付採用期間中の“が
次の各号のい彌もかに咳圏したときは､任免抱者は、これを降任又は免馳するものとする。
（1）条件付採用期間中に行われる”秤定において鯖務成蹟が不良であると呼定されたとき。
（2）前号の鰯務評定が行われなし､錫合又は餉号の勤務評定が行われて後条件付操用期間満丁
漢での閥において、幽餓”についてその助務成斌が不良であると認められたとe｡
体人の冠に反する降任又は銅の笛合）
第8条自衛隊法第妃象第ユ号の掛合の鱒定は、勤務解定その他隊負の勤務成級を判断するに
足･りると窪められる事実に基づいて行うものとする．
z 自衛隊陸錆縮象第z分の鍾合”碍応は、曇鋼吻康餐xIﾕ休鍵と要1る森忠、康独又'乱外養
によっても治疲し雛い心身障害（輔神係健及び輪神障害者福祉に園ナる法律（昭和2畔法律
第1調号）に規定ﾂ･る紡神障害を含む.）がある旨の任免檎宥の指定する医師2人による診醗
に基づいて行うものとする。
8 自衛隊法鰯9蜂第8号の泌合の認定は、適格性を判断するに足りると認められる事実に蓋
づいて行うものとずる･

4自循隊法第42条第4号の遥合の露定は､防衛大臣の指定により行うものときる。
.(分限処分の通知）
鮪7条佳免相署は、自衛磁法第4蝉又は銅3条の規定により分限処分(本人の窓に反する降

舗謂繍晩螺購蝋纈撫鯛謎鯛.“に分限“
“発令の“）
第8条休織発令の時期は、次の各号によるものとする． ％
（1） 目羅懲3粂篤ユ号による休職の場合は、自衛隊法施行規刷（昭和29年緯理府令第40
鋤第個条による病気休暇の期間の満丁した日の翌日

⑫） 自錆除法第43条毎2号並びに自衛隊法施行令第66条第1牙及び第2号による休職の場合
は、休職を命ずることが適圏と露められる日
傭9条削醗
《隊員の遵守事項）
郷0条磁員は、自術隊法施行規則第57条に規定するもののぼか､次の各号に掲げる事寝を守
らなければ雄ら唯い■ ．
（1）職務遂行に際しては、静粛で礼儀正しく、かつ、狭序正しくなければならないo何人に
対しても冷静で忍闘強く、正しい判断をし、野卑で粗暴な言鰭又は態度を慎まなければ竣
らない．

②職務腱関して蹴物又は酎礼を受けてはならない．
《3）鰯中及び睦屯地又は睡船内においては、防衛大臣が時に許可した場合のぼか､酒額を
用いてはならない．”は、いかなる湧合に銅いても、品位を失い、又は自衛隊の不名答
となる租度漢で酒類を用いてはなら必し､．
繊養の湧鋤
第11条“は、負傷又は疾病のため痢院等（医療法（昭和23年法韓加6号）に規定する癖院
又は鯵象所蕃いう.）において療羨を要すると倉は､所属長《自術隊法施行規則第“条鯖2
項の規定により防衛大臣の定める者をいう.）の餓駆を受けなければ准ら唯い，
2隙貝は、療羨中は、痢院鯵の長の指示を守り、－日も早く職務に復婦できるよう鎌美に専
念しなければならない．
3行動鱒等（自衛隊法第6車に罐する行動中の期閲その他防衛大臣が定める期関をいう.》．

、 にあっては、第1項の規定中『承隠を受けなければならない』は、嶮令によらなければな
らない』と碗み特えるものとずる・
睡時勤務又は薗鱒果紐） ・
鰭12条自衛官については､現補職の漢虫、他の部隊噂において当欧節隊等の長の職務上の掬
揮“の下に臨時に勲務購艦にあっては繋値）させることができる．
2臨時勤務又は臨時景組轡命ず愚に当たっては、期間聾明示するものだし、篭の期聞は、3

．．2．． ．

防術庁馴令筋69号

”の任免、分限､恩務辱に関する餌令を次の袋うに定める．
昭和30年9月8日

防衛庁長官砂田重政

隊員の分限、服務等に関する馴令

改正

昭和81年e月19日庁p聴鍋号
昭和31年12月7日庁剛第碗号
昭駒36年4月ユ日庁刷第16号
昭和36年8月31日庁馴鱒2曙
鰡初37甲芯刀14日庁削篤15号

昭和37年1ﾕ月1日庁園第禰号
嘩“隼2月瀦日庁剛篤7号
昭和4坪9月30日庁刷第31号
昭和8¥10月16日庁剛第創号
昭和48竿11月”日庁馴第“号
昭和6拝加月2日庁馴纂34号
昭和56年2月10日庁剛第ユ号
昭和57年4月30日庁劇第19号
昭和師年9月28日庁飢第26号
昭和69"6月30日庁馴第”号
昭和"年8月SO日庁馴第13号
昭和SO"4月6日庁馴第19号
昭和eOfl2月2噸”第極号
昭和園年4月8日庁鯛第哩号

． 昭和68年6月露日庁馴第割号
．華元隼8月4日庁劇第6号

、 蕪7年6月調日庁嗣躯5号
平成8隼2月”日庁観第9号
平成9年ユ月17日庁剛第1号
¥"11¥a"2B何庁劃蛎17g
“12年6月調日庁剛第沌号
癖13年エ月6日庁刷第2号
癖15年3月31日庁剛篤"号
平成17年a月3o日庁剛第羽号
“18年8月"B庁鯛第哩号

平成18年7月鯛日庁嗣第83号
平成18年1羽鵡日庁期傭116号
平賎19年ユ月6日庁餌第1号
平俄19年8月”日省閉第145号

、 平織19年9月28日省剛第1鯉号
平賎21年12月26日稽剛第88号
“2岬6月80日省剛銘29号

○

！

一

『

○

健旨）
第エ魚第ェ魚この剛令は、底風の分限及…並びに隊員が死亡し、又は所在不開となった溺合の
錨丘に関し必要な“を定めることをものとする．
第2条及び鯨8条削臓
蝿職の申出）
鰯4条隊員が過戦しようとする糧合には、心身の故障、家庭の事傭その他の理由を具し、か
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月を超えてはなら趣い省ただL、遺洋航海その他特に防衛火臣の承緯を受けたものについて
は、その期伽は、 衝月以内と寸・ることができる．
3防衛大臣補轍1足かかる自研'1W,の建鮒勧筋叉は飽吟埖岨は、防衛大臣が命免寸･る．
4臨時勤務又は臨時璃組に閲し必冥な事項は各聯膝提が定める．
(停轍から職務に従柵寸-る師心蝋約）
耐魁粂停職の処分を愛けた隙貝が停職期111の満了により職務に撹冊するに醜しては、口剛又
は文番をもって当設停職を命じた鯵戒槍斬に対し、以笹隊負としての服満の＊楡にもとるこ
とのない旨い醤約盈行うものとする。
雛窯辱の承認の禰限の葵催）

筋1‘1条胤揃隊渋施行蝋ﾊﾘ鮒6峰により1吋肌I111M60条、鮒61条及び飾鯛染に肌潅する承鱒の櫓
眼をその隊貝の戯免樋番に密{卿-る．
(輝郵出緬鍛砿禰亭挽靭、

瓢嘩嫌賞は、麟凝塾‘(駆淋、臘漁l企寮体の設貝野心鈴繊剛m"馳悪の他鍾1台lご報對寸・
る“恒就巻､､麺幽師ち澱u企薬を齢trこと蛇観iと報扇悪蕊誹で､‘防衛識以弥の侭家纏閲曹
独鎚釘赦"nW凶－6雫蝿乃&拳IAA津晦1"W@im星蕊嫡違誼"糊遮り←も御定戴虫獅象捗人1以
下.〔睡独立締政法入』‘というJ翼態地力鐸&団礁診撮翻畷轍並びに臼無様法輪62鞭第1
頃の廼他醗純薫癸ば焔独晦駄念、,あ窓いば蕎利鐸以跳や事嘩桶罰違超患も溺も以下問
暁甑涜職鯉割く磁貝が&･聴講”ドの阿寒概関の"L4は紳定独立特戦法入の嫁を兼ね、
翼I詞も秀鎚噌団像砂観閲の蕨に雌くこど率$､"う．･8拝価哩，の承涛を壁腓典うとがる趨合
膳感､,蕪薬師'“寵蝋撤啓“鰹穣噸孤”鋤､y那鐸“瀞'鋤漸犬儀没鋤W廉の親
定に護り櫨隅老委任さ#1准聯拳瞬う．以下この象にお藤で闘噌勘鰐露出したばれ藩をgな
い。

2睡隆灘貝の職分躍った超嘗めI国か、峡集郵ば離職画審実雛澗赦‘したと,きは､ ､速寿か
脂鐸噌,雑轍麗Wr《別髄嫌麺な)『忘溌麓轌に提出､夢溺Iうれば篭らないき-だ穂し、鱒･6
“ﾕ嬢(轆消､し琿岬も潅甥織誕“莱識暇薄蝉顧lごう錘縛昔蝿側那演了した珊
鍔いくほぞの捌脈巻誕新ザ謝膳晦改め蒋離巣･'輝承鰍伽論鉾奮拠脚し庭糧合に惟芯どの
限睡壷深い.． ．

3磁皿齢,離幾臣．雌蛎駆椒鮒灘の凋韓に愈要頑弱鍵拘職づ徳.と念は、鮒↓劇に礎める零餓
によ』D織顧…爽惟兼臓…喜謝神､に噸W飢渉獲り”砺溌ら癒吸
4 ，鯛型頚城4噸膳鈴f“麗興i厳不承蒋感淡鐸]卿癖諏8）磁叩鯖春に交付寸電こ
．と膳狸り識う､もの磐悲る．
5，承露樋惹懲;蟻露β蝉承露省獲･鯏妃輝第“,をV臘恥し､鵬特‘じなけ噺1,ぱならない6
6唆蛎曇迩卿離れが隈麟澄計る鰹き儲､』誘麗彬竃”蜘蛎つおものどみ潅斬．
“桜冷の規痙に鑑識も薄誕I溌任蠅櫛の漁I言よ・ﾛ)雌職毎稀ぅ,とぎ．
②…噸遮に醒翻馳爽ほ稚鱒騰謹式蝉轍ﾜ電迄ぎ･‐
（3）防鞭稀以難の国纐肌~鍵麹郵舜災七旦趨識錨諜団体舜臓鴬剃企秦維以外の団体か
ら砿依頼に剣･し起承麓稽券甸細突腫向錘~I(露癒者戦外の審刷罐鞄都度承認蹴器の承鰭
毒柵で好う推画又臓間愈を奮蛾y菰あつだ泌識に拳いて､磁貝が雑議蕊臓簸職ﾂｰろと合．

(海外謹航の承認）

第15条の2隊員（予備個斯芯、加応予卿自断“予備自鋪官荊及び非柑勤の職貝〈向衛隊法
禰郷粂の5浦1項に規定十る蝿蹄朋勤勝q〕宮戟を占め翰陳個畿除く鰯〉礎除く．以Fこぬ糸
において同じ.）は奄閣の用務以外の目的で木邦以外の脳城I邑議航寸･る場合にIﾕ．あらかじ
め榔外桂銚敢認申朔密（別照概式筋5） 1郎を承泌楢宥に拠出し、その吹鱒を受け救ければ
ならない．ただし．隊胤的鰻腹が本州以外の地峨において拓亡し．負傷し、又は疾痢にかか
ったため当麟地城への瀧眺が翻心溌要･l.る鳩合で、あらかじめ、当砿餓肥描瀞に鵬出す．るい
とまがなかったときは．＊後において．速やかに浦外渡航承駆叩鮒柵（別肥梯式鯖5"》2）
1祁を承脇柑考に蝿出し、その承鰐を壁け恥ければ雄らない．
2永飽樋者は、仙覗本文に岨定寸る叩耐にあっては、海外壊航永泌（不承鮒）香（別肥様式
館6）を巾珊粉に交｛‘”て行うものとする。

3飛鯵権瀞は．徳1噸た糖し得に蝋定置1．る叩納にあっては、悔外懐航承鮒（不承秘）嘗（別
鶏様式誌6の2)*019鮒考'二交付して行うも”と十る．この場合において、不承認としたと
きは、逮やかに当砿賑員の懲成椎潜に報梅するものと寸･ろ．
4鯛窃覗の承躯糧老は、次の各舟に18げる隊員の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める新
とするす

(1) 肖斯官自巌常の戦繭鮒伽藍ぴ休咽に噸守る頭令《噸和珊7鑛肪織庁酬令鞆65吟1筆

3

12条に鯉淀寸翰腕属長
(2) 自衛宵候補生自緬宮倹補生の勘務蹄間及び休暇に関する訓令（平戒22年防衛哲馴令
飾26号〉跡2乗第芯項に雌定する所属鍵
(3> 自術櫛以外の隙員（仙号､次号及び錆5母に掲げるもめを除く．) 自衛術以外の陣猟
の勘務蹄1m及び休噸に偶寸る旗令（昭和37確防蹴庁剛令爾43号）鋪2条の2節1項に
塊j閏.ろ所属侭

卿）防術大拳佼又は防衛医科大学佼の蟻生防衛大学校長又眺防術医科大挙校提
(5)隙上自衛隊商辱工科学位の生穐職上自衛隊商繍工科蛾佼の佼侭
(勉繍の遡粗）

M16!糸倣臘が危繍に陥ったときは、これ進確鰐した部隊、艦船等の蝿は、速やかにその聯奏
を当故隊風の所風部隊梓の長殿ぴ家族に通帆しなければならない．
(死亡通知啓〉

雨】7条隊災が死亡したと念は、所薦郁隊辱の袋は死亡側告脊を当砿隊貝の任免横諦に拠出し
なけｵ'Lばならない．
(死Lw咽鰍》

鰯18条隊負が死亡したときは，是れを砿解した郡隊、艦鮒等の長は、速やかに次の各号に掲
げる卒坂な所属部隊辱め長及び遼峡に通擁し欺ければ載らない．
(1)死亡の事実

②死亡した磁貝のj恐名、貼級．認減詩号及び新風部隊等の名称
（3）死亡の日時及び秘蔵並びに死因

2郁隊、艦船簿の民は．飾項の通鞭にあわせて遺骸の処匠に関寸ろ遺族の希望を微しなけれ
鵬躍らない興

(隊員の拓亡の場'合の処匿）
"9,粂隊風が尭亡したときは、郁綜等の畏は，別に定める壇合においては、側礎式その他の
報雌を行い、その他の坦合に聴いては、遼旗の希望に從い、淡の各号に掲げる乖頂を突施1．
愚ものとずる･

（1）ひつぎ、白布及び簡素雄供花巻鯛傭すること．
〈2）遡峡の養雛があった塒合に遼倣を火郷譜しくは塊鮒に付し、又は遺骨を週麟の催所地飢
．c瞳送し、進峻に引き簾すこと．
2死亡した隊闘に遺族がないか，又はその存否藩しくは所在が分からない場合においては、
部鰍尋の長他、関係市区日r討長と脇離して適斌な描鷹をとらなければならない．
3仙噸の裳施の灘醜に閲し必要な本項は､賎上鮮像長.海上赫隙経又は航空聯蝿そが走酌る．
(隊風の所在示明の泌合の処”
第20柔隊員が所在不靭となった燭台には、那艤簿の長は、速やかに調壷を行ない、そ”時を
噸序を経て当諒除貝の任免楢唇に報傷しなければ鞍らな1.,.

2第18粂爾1覗の規定は、所在不明と雄つた雛貝の鳩合にこれを噸脇*3
(水繊）

鞆21条眼船が航行中、燈船内において隊圃が死亡した場合においては．次の各号のすべての
飛件寵備えていぁときに眠り．艦船の長は．当賊隊風の死体を水郭に付寸ることができる
（1）艦船が公海にあること．

（2）先亡彼24蹄間を極過したこと露ただし，伝嶋癖によって死亡したときは、この眠りでな
い．

（3）斯生上死体を艦船内に係作･#-罰ことができ象いこと。ただし、艦船が死体をのせて入池
寸･ることを鱗118さｵliた港に入港しようと十るときその他正当な耶由があるときは、こ"》限
りでない画

（4） 医師の乗り組む艦船にあつ．噂は、遜肺が死亡診断縛又は死体楡黙祷造作成したこと．
《5〉侭碓描l亀よって死亡したと告は、十分な淵隊を行ったこと．
2艦船の災は．死体を水郷に付ずるとき職、死体が郡さ上らないよう唯適当な処殿を雁じ、
かつ､なるべく適族のために本人の堺寛を撮影した上､臓鍵その他迩品となるt､のを保擶し、
相当の偽礼を行わなければならない．
(遺脇帥

飾22蟻郊陳、艦船等の侭は、隙風（艦船内侭ある鯨画以外の参を含む辱〉が死亡し、又は所
海不明になったときは、連微なく、本人の蚊牒．友人その他適当な巻2名以上竃立ち合わせ
て、その遣徹品を取り頑ぺたうえ、遼噛品目録営作ら恥ければならなし､画
翅蒲憎品自織には法の導頑弁餓金1．で稲畿鱈船緯の畏騒栃立舎人が－蜘に鯉幾押印1

．4
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(裏）

(表）
⑥団体等名称 ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

】 国家微関
i将定独立行政法人

】地方公兆団俸
】 燃刺企業
】聯珠法人

］ その他

(主たる晦篭内辮）

叩
職
龍
・
雅
職
先
の
性
路

旅篭・旅聴承艶叩鯖各 ②所 寵 地

雅
黛
・
離
職
先
に
《
い
て

⑧職 焔
(承彫橡宥） 殿

⑪側
｡

■

胴

娠 月 周

⑩動 務 地

所
官
腿

① 胤

職・階擬 （級）

翁 《ふo》がな）

⑫動梅野WI1

勤
蔚
内
導

噸雅鶏・雅騒
期閲

園
｜⑭職務記述

⑮旅瀧・離職を必
漣と#-る遡由

QO職務記述

⑮旅窯・離職を必
漣と#-る遡由｛::重…｝、術隊按〈昭和”年法搾第165号）

勘衛磁法脳行畑Mりく昭和29竿総翔jff令飾40号）鞆“条鞆1爪の螺定により申

訊1･ろ．

⑱他の縢令上の帆拠

⑰他“蛾熱・旅繊先

国⑱頂_I二欺仔薪睡児 轍
翁

宮
氏

現
術
職
に
句
い
て

②動 勝 地

剛動務時、

④職務記述

⑤鋤膀@抑＃巻さく珊

合の蟻務処理方法
又他彫轡

9 I⑪



園

（
環
）
彰
塞
・
毒
類

（
醇
壷
駝
終
）

鎧

蓬
瞳

窃
望 袈

婁
総
震
号
菫
垂
或
培

雪饗

録
轌
潔
準
愈
準
曾

里
唾
鵬

き

（
唾
窒
鑑
巴
稔
》
鈍
舷
糖
遜
圏
婁

園

、
岬
や
韻
事
や
ｓ
剥
き

鷺
奎
翼
蕉
替
ｓ
｛
搾
挙
〉
Ｓ
（
量
産
）
壷
雛
詮
餐
）
い
ぐ
や
弾
屋
嚢

垂

電

場

（
害
）
鹿
室
・
営
陣

（
響
署
雪
酋
）
蝉
望

医
篭
塞
唇
拳
・
俵
堵

璽
瞳

二

（
牽
至
轍
竺
駿
）
醐
駿
試
毒
哩
壼

皇
（
醇
翠
碧
誓
）


